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特許権侵害損害賠償請求事件
（「携帯端末サービスシステム」特許（特許第4547077号）侵害損害賠償事件）

［上］（全２回）

－平成28年（ワ）第35182号、平成29年10月30日判決言渡－

　被告の携帯端末サービスシステムは、原告特許の構成要件Ｃ（「その決定したキャラクターに応じた情
報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」）、構成要件Ｆ（「表示部に仮想モールと、基本パーツを組
み合わせてなる基本キャラクターとを表示させ」）及び構成要件Ｇ（「前記基本キャラクターが、前記仮
想モール中に設けられた店にて前記パーツを購入する」）を充足しないことを説示し、前記被告携帯端末
サービスシステムは、文言上、原告発明の技術的範囲に属しないと判示し（争点１）、及び原告発明の前
記構成要件Ｃ、前記構成要件Ｆ及び前記構成要件Ｇは、均等の第１要件（非本質的部分）を満たさない、
又、前記構成要件Ｆ及び前記構成要件Ｇは、均等の第５要件（特段の事情）を満たさないことを説示して、 
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前記被告携帯端末サービスシステムは原告発明と均等なものとして、その技術的範囲に属さないと判示
して（争点２）、原告の請求を棄却した事例である。

第１　裁判所の判断

　（裁判所は、１　本件特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載について認定し、２　
争点１（被告の携帯端末システムは、文言上、本件発明の技術的範囲に属するか）及び３　争点２（被
告の携帯端末システムは、均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するか）について、判示して、原
告の請求を棄却した。）
１　本件特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載
（１）本件特許請求の範囲の記載は、第２　事案の概要等（後述）の２　前提事実（１）のとおりとした。
（２）本件明細書の発明の詳細な説明の記載

本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、夫々の記載として必要とする箇所で別途記載されてお
り、全体の記載は省略した。

２　争点１（被告システムは、文言上、本件発明の技術的範囲に属するか）について
（１）争点１－１（被告システムの構成はいかなるものか）及び争点１－２（被告システムは本件発明

の構成要件を充足するか）について
ア　構成要件Ｃの充足性について

構成要件Ｃは、「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を
備え」というものである。証拠によると、被告システムではピグ（キャラクター）はアイテムを組
み合わせて構成されており、そのアイテムの購入に係る情報提供料は、ユーザーがあらかじめ携
帯電話会社の提供する決済システム上で購入しておいた仮想通貨であるコインで支払われるもの
であると認められ、「キャラクターに応じた情報提供料」、すなわち、ピグ　（キャラクター）を構
成するアイテムの購入に係る情報提供料は、ユーザーが予め携帯電話会社が提供する決済システ
ム上で購入しておいた「コイン」で支払われるものである。原告発明のように、「通信料」に加える、
すなわち、「加算」するものではない。

これに対し、原告は、被告システムにおいて、アイテムを購入するために支払ったコインは、
コインの購入代金として、携帯端末の「通信料」に「加算」されると主張するが、上記のとおり、
携帯端末の「通信料」に「加算」されるのは飽くまで「コイン」の購入代金であり、また、証拠に
よると、コインの購入代金はアイテムの購入に要するコインの額と無関係にあらかじめ一定額に
定められたものであると認められるから、それをアイテムと組み合わせたピグ（キャラクター）に
応じた情報提供料ということはできない。

したがって、被告システムは、構成要件Ｃを充足しない。
イ　構成要件Ｆ及び同Ｇの充足性について
（ア）構成要件Ｆは、「表示部に仮想モールと、基本パーツを組み合わせてなる基本キャラクター

とを表示させ」と規定し、構成要件Ｇは、「前記基本キャラクターが、前記仮想モール中に設け
られた店にて前記パーツを購入する」と規定するものの、「仮想モール」や「基本キャラクター」
の意味するところやそれらの表示形態については、本件特許請求の範囲の文言からは、必ずし
も明らかでない。

そこで、本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌すると、「仮想モール」や「基
本キャラクター」を直接的に定義する記載は見当たらないものの、本件明細書の発明が解決しよ
うとする課題では、【図５】を例示した上で、構成要件Ｆ及び同Ｇに対応する構成が記載されて
おり（【0005】）、また、〔作用効果〕として、「ユーザーは、仮想モールと、基本キャラクターと


